
変更許可手続き及び審議会における調査審議の流れ

産業廃棄物処理施設

変更許可申請書
設置・維持管理計画書
生活環境影響調査書

告示・縦覧

審 議 会
諮問 H26.8.1

許可※・不許可

※必要に応じ条件を付す

資料１

・国の定める技術上の基準への適合性
・周辺地域の生活環境に適正な配慮が

行われているか 等

H26.7.30～8.29

提出なし
意 見 書

市町村長意見

提出

H26.7.2

答申

意見照会 H26.7.30

利害関係者
事業者

[大栄環境株式会社]
大阪府 関係市町村

回答 H26.9.12

審 査

提出期間
H26.8.30～9.12


